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適正服薬に関する通知の送付に伴う事業の周知について（依頼） 

 

平素より本会の運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、別紙のとおり東京都後期高齢者医療広域連合より周知依頼がありましたのでご案

内いたします。 

重複投薬や多剤投与の履歴がある被保険者に対し、医師や薬剤師に相談するよう呼びか

ける通知が 10 月に発送されます。歯科におきましても薬を処方する際に、患者様へ注意を

促していただければと存じます。 

お忙しいところ大変恐縮ではございますが、貴会会員へのご周知のほど、宜しくお願

い申し上げます。 

 

送付元： 

東京都歯科医師会 

地域保健課 植木・丸山・荒木 

TEL：03-3262-1148 

公

印

略 





 

 

１ 目  的 

  重複投薬や多剤投与に該当する被保険者が必要以上に医薬品を使用している状態で

おきる副作用等の有害事象を減らすことで被保険者の健康を保持するとともに、適正

な服薬を通じて医療費の適正化に繋げる。 

 

２ 事業概要 

（１） 抽出対象 

①重複投薬の条件 

判定条件 
令和６年３月及び令和６年４月の複数月で同一成分

の薬剤が複数医療機関から処方されている被保険者 

合計処方日数 
ひと月の同一成分の薬剤の合計処方日数が42日以上

となる被保険者 

②多剤投与の条件 

判定条件 

令和６年３月及び令和６年４月の複数月で内服薬

(14 日以上処方)が複数医療機関から計 10 種類以上

を処方されている被保険者 

●がん、精神疾患、指定難病等に該当する被保険者を除く。 

 

対象データ 

レセプト電子データ 
令和６年３月分：令和５年 12 月診療分～令和６年３月診療分 

令和６年４月分：令和６年 １月診療分～令和６年４月診療分 

 

 

（２）対象者数(見込み) 

約 8,729 人(①重複投薬 約 875 人、②多剤投与 約 7,854 人) 

 

（３）通知内容(重複投薬・多剤投与共通) 

   ①通知書 

重複投薬及び多剤投与の観点から令和６年４月時点の処方薬剤名等を記載し、医

師や薬剤師に薬について相談するよう促す。 

 

 

令和６年度 適正服薬推進事業 



   ②リーフレット「あなたのくすり いくつ飲んでいますか？」 

    高齢者になると薬の数が増えて副作用が起こりやすくなることへの注意喚起を

し、気になる症状があれば医師や薬剤師に相談するよう促す。 

 

３  発送予定日 

令和６年 10 月 11 日（金） 

 

４ 問い合せ対応 

送付物に関する被保険者等からの問い合せについては、委託事業者（(株)データホラ

イゾン）設置のサポートデスクで対応する。 

■本事業関連のサポートデスク 

  ０１２０－１２２－１９２ 

  開設予定期間：10 月 15 日(火)～11 月 15 日（金）※土日、祝日は除く 

   受付時間：午前９時～午後５時 

 

５ 効果分析等 

  令和６年度中に、通知の効果分析を実施する。 

   

 







高齢になると、くすりの数が増えて
副作用が起こりやすくなるので

注意が必要です。

監　修：東京大学大学院医学系研究科老年病学教授　秋下 雅弘
　　　　厚生労働省
制　作：一般社団法人 くすりの適正使用協議会
　　　　日本製薬工業協会

あなたのくすり
いくつ飲んでいますか？



なぜ、高齢者ではくすりの数が増えるの？
高齢になると、複数の病気を持つ人が増えてきます。
病気の数が増え、受診する医療機関が複数になることも
くすりが増える原因となります。
75歳以上の高齢者の４割は５種類以上のくすりを使って
います。高齢者では、使っているくすりが６種類以上にな
ると、副作用を起こす人が増えるというデータもあります。

なぜ、高齢者では副作用が起こりやすいの？
高齢になると、肝臓や腎臓の働きが弱くなり、くすりを分
解したり、体の外に排泄したりするのに時間がかかるよう
になります。
また、くすりの数が増えると、くすり同士
が相互に影響し合うこともあります。
そのため、くすりが効きすぎてしまったり、効かなかった
り、副作用が出やすくなったりすることがあります。

多くのくすりを服用しているため
に、副作用を起こしたり、きちんと
くすりが飲めなくなったりしている
状態をいいます。単に服用するくす
りの数が多いことではありません。

「ポリファーマシー」って
聞いたことありますか



「なにか変だな」「いつもと違う」と感じたら？
くすりを飲んでいて、次のような症状が気になることはあ
りませんか？くすりが追加されたり、変わったりした後
は、特に注意しましょう。

医師、薬剤師に相談
気になる症状があっても、勝手にくすりをやめたり、減ら
したりするのはよくありません。くすりが多いからといっ

て必ず減らすべきということ
ではありません。くすりによっ
ては、急にやめると病状が悪化
したり、思わぬ副作用が出るこ
とがあります。必ず、医師や薬
剤師に相談しましょう。

おしっこが
出にくい

ふらつき
めまい

食欲低下

物忘れ

気分がしずむ

眠気 便秘



相談する時は具体的にどうすればいいの？
● 使っているくすりは、必ず全部伝

えましょう。くすり以外で毎日飲
んでいる健康食品やサプリメント
がある場合は、その情報も伝えま
しょう。

● いつ頃から、どのような症状が出てきたのか、気になる
症状についてメモしておきましょう。

日頃から、注意しておくことは？
● 日頃から、かかりつけの医師や薬剤師を持って、処方さ

れているくすりの情報を把握してもらっておくのが安心
です。

● 自分の処方されているくすりがわかるように、お薬手帳を
持ちましょう。お薬手帳は１冊にまとめておきましょう。

もっと詳しいことが知りたい方は、一般社団法人日本
老年医学会のホームページに掲載のパンフレットをご
覧ください 多すぎる薬と副作用







東京都後期高齢者医療広域連合

お薬のことで 
気になることがあれば、

医師や薬剤師に
相談できます!

薬局では、
お薬の処方だけでなく、
こんなことができます。

かかりつけ薬剤師・
薬局※を決めると、
いつでも気軽に

お薬の相談ができる
ので安心です。

かかりつけ
薬剤師・薬局は

どうやって
決めたらいいの?

●  相談するときに、 
お薬手帳があるとスムーズです。

※ かかりつけ薬剤師・薬局とは、 
身近で相談できるいつもの薬剤師・薬局を1か所もつ 
ことです。

ご自身の判断で
お薬を中断したり、減らしたりせず、
必ず医師や薬剤師に相談しましょう。

顔なじみの薬剤師やご自宅から 
通いやすい薬局などで決めるのが
オススメです。

正しい服薬管理をして、
今の健康を保ちましょう!

★  お薬の飲み残しや飲みにくさについて、相談できます。

★  お薬手帳を見て、今飲んでいるお薬で同じ種類のお薬や 
飲み合わせが悪いお薬がないか確認できます。

★  複数のお薬手帳をお持ちの場合は、 
薬局で１冊にまとめられます。

例えば

?高齢になると、
処方されるお薬の数が増え、
副作用が起こりやすくなるので
注意が必要です。

お薬 ありませんか
気になることは

の
ことで

なにか
お変わりは
ないですか

病院や薬局に行くときは、
いつもお薬手帳を
持っていきましょう。

ご相談
ください

処方せんの使用期間は発行日
を含めた４日間（土日祝含む）
ですのでお早めに薬局へ
お持ちください。
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